
 

山梨県立フラワーセンターの指定管理者の候補者について 

 

 山梨県立フラワーセンターの指定管理者の候補者については、農政部指定管理者選定委

員会における審査結果を踏まえ、次のとおり選定しました。 

 なお、指定管理者の指定については、本年１２月県議会の議決を経た後に行います。 

 

１公の施設の名称 山梨県立フラワーセンター 

２指定の期間 平成 31年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

３応募団体 株式会社ハイジの村 

４指定管理者の候補者 名称：株式会社ハイジの村 

住所：北杜市明野町浅尾２４７１ 

５候補者の選定理由 （１）選定理由・講評等 

候補者（株式会社ハイジの村）の提案は、施設の設置目的や

県が示した管理運営方針に合致しており、候補者の属する企業

グループとの連携による年間を通じた利用者増加及びサービ

ス向上のための取り組みを評価した。 

また、収支計画及び施設の維持管理の内容、実現の可能性を

評価した。 

  なお、県の研究機関等との連携による利用者増加の取り組み

や、利用者がより高い満足度を得られるような管理運営につい

て、一層の努力を求めたい。 

 

（２）選定基準及び採点結果は別紙のとおり 

 

６指定管理者選定委員

会の概要 

（１）委員会の構成 

 委員長：磯部公認会計士税理士事務所代表 磯部 芳彦 

 委 員：東海大学海洋学部教授 秋山 信彦 

 委 員：（一社）日本草地畜産種子協会専務理事 金谷 勉 

 委 員：日本大学生物資源科学部教授 腰岡 政二 

 委 員：山梨大学生命環境学部教授 田中 敦 

 

（２）審査日時 

   第１回：平成 30年 6月 14日 

    概 要 募集要項、審査基準及び審査方法の検討 

   第２回：平成 30年 9月 20日 

    概 要  応募団体ヒアリング、提案内容審査 

   第３回：平成 30年 10月 12日 

    概 要 候補者の選定及び選定結果報告書作成 

 



○採点結果 

選定基準 審査項目 配点 候補者 

株式会社ハイジの村 

１ 施設の管理運

営の方針等の総合

的な事項 

施設運営の実施方針 １５ ９．００ 

収支計画の内容、的確性及び

実現の可能性 

１５ ９．７５ 

２ 事業計画の内

容が施設の効用を

最大限に発揮でき

るものであること 

 

 

利用者の増加を図るための

具体的手法及び期待される

効果 

１０ ７．００ 

サービスの向上を図るため

の具体的手法及び期待され

る効果  

１５ ９．００ 

３ 事業計画の内

容が、施設の適正

かつ効率的な維持

管理を図ることが

できるものである

こと 

施設の維持管理の内容、的確

性及び実現の可能性 

１０ ６．００ 

施設の維持管理の効率性 ５ ２．７５ 

４ 県民の平等な

利用を確保するこ

とができるもので

あること 

平等な利用を図るための具

体的手法及び期待される効

果  

５ ２．５０ 

５ 事業計画に沿

った管理を安定し

て行うために必要

な人的能力及び経

理的基盤を有する

こと 

安定的な運営が可能となる

人的能力 

１０ ５．００ 

安定的な運営が可能となる

経理的基盤 

１５ ７．５０ 

合     計 １００ ５８．５０ 

 

○提案価格〔４か年〕 

候補者 ０千円（参考：４か年の平均 ０千円） 

※ 選定委員会の審査結果の詳細については、山梨県情報公開条例（平成１１年山梨県条

例第５４号）に基づき、行政文書の開示請求を行うことができます。 


